
詳しくは厚生労働省告示第百九十五号を御確認下さい。

なお、新規に管理濃度を定めるニッケル化合物、砒素及びその化合物の２物質については、平成２１年４
月１日から適用されます。但し、特定化学物質障害予防規則に基づく発散抑制措置、作業環境測定等の措
置は、平成２２年３月３１日まで猶予されます。）

クロロホルム等11物質の管理濃度を改定する告示については、適用日が平成２１年７月１日とされます。

作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号においてニッケル化合物、砒素及びその化合物の管理濃
度を新たに定められるとともに、クロロホルム、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、トリクロルエチレン、
トルエン、二硫化炭素、アクリルアミド、塩素化ビフェニル（別名PCB）、臭化メチル、弗化水素及び粉じんに
ついて下表の通り、管理濃度の改定が行われます。

管理濃度改正のご案内（平成21年厚生労働省告示第195号）


